
青森県県土整備部都市計画課

くまげら先生

この方々が景観アドバイザーです
さまざまな専門分野のプロフェッショナルを派遣します

建築
古戸 睦子
一級建築士事務所
ふるとちかこ建築設計室 代表

住宅設計や歴史的建築の改修に
取り組み、地域の風景と暮らしに寄り添う景観づくりを
実践。“居心地の良い景観”を大切に、地域らしさと現
代性の調和を目指して活動している。

まちづくり
川口(髙森) えりか
(有)髙森畳工店 取締役

八戸が大好きな畳屋の娘として、
市民ボランティア団体「八戸せんべい汁研究所」の事
務局として市内外で八戸の魅力の発信や、館鼻岸壁
朝市のキャラクター「イカドン」の運営をする「イカドン
ファミリー」として、景観を作り・守る活動をしている。

土木・デザイン
宮腰 直幸
八戸工業大学
感性デザイン学部教授

子どもたちの認知科学的な理解に
基づき、学びを深める教材や道具のデザイン、および使
いやすく快適な学習環境づくりに関する研究を行ってい
る。デジタル技術と人の心地よさを調和させ、すべての子
どもが好奇心を持って学べる環境づくりを目指している。

建築・地域づくり
古川 正敏
合同会社ゲンジアーキ 代表

黒石市のこみせ通りの角にある
空き店舗であった建物をリノベーションし、地域のコ
ミュニティスペース「Circleこみせ」として運営。住民や
自治体と連携した景観づくりやワークショップを実施し、
持続可能で豊かなまちづくりに貢献している。

樹木
岩瀬 直樹
NPO法人青森県樹木医会
事務局長

青森県の巨樹・古木・名木等を中心
とした地域の樹木の診断・治療・管理に取り組む専門
家。住民と協働した樹木管理や景観づくりを通じて緑
の重要性を伝えるために普及啓発活動をしている。

土木・デザイン
関 文夫
日本大学理工学部
土木工学科教授

土木設計とデザインを融合させ、
橋梁・道路・公園など地域に根ざした美しい土木空間
の創造に取り組むほか、教育・研究を通じて景観やま
ちづくりに貢献している専門家である。

デザイン
石澤 暁夫
(株)エーアイサイン 会長

屋外広告やサイン設計、公共モニュ
メントなどを手がけるデザイナー。「岩木山百景」シ
リーズを制作し、展覧会を多数開催し、風景と感性を
融合した表現でまちの魅力を発信している。

都市科学
河村 信治
八戸工業高等専門学校
総合科学教育科 名誉教授

都市科学を専門とするまちづくりの
研究者。市民参加型のまちづくりや地域資源の活用
を通じ、環境教育や復興支援にも取り組み、住民の
意識向上と魅力あるまちづくりに貢献している。

北原 啓司
弘前大学教育学部
特任教授

まちづくり 都市計画・まちづくりの専門家。
都市計画や景観計画、参加型まちづくりの分野で全
国各地の地域活性化や震災復興に取り組んできた。
地域住民との対話を重視し、地域の歴史や文化、住
民の暮らしと景観を結びつけ、持続可能で魅力あるま
ちづくりの実現に貢献している。各自治体の都市計画
や景観に関わる委員を務め、まち育てを楽しく語る場
を創出している。



【問い合せ先】 〒030-8570 青森市長島一丁目１番１号

青森県県土整備部都市計画課 都市計画・景観グループ

Ｔ Ｅ Ｌ：０１７－７３４－９６８１（直通）

メール：keikan@pref.aomori.lg.jp

検索青森県景観アドバイザー

地域の個性を生かした景観づくりを、一緒に進めましょう！

【制度のメリット!】
専門家の視点で安心して進め
られる
無料で相談
地域の魅力アップに貢献

景観アドバイザー制度とは
県民、事業者、市町村の皆様の景観づくりを支援するため、建築、土木、
デザイン、緑化などの専門家を派遣する制度です。
この制度を活用することで、魅力ある景観づくりのための計画立案から
実施に至るまで、幅広いアドバイスを受けることができます。

なお、派遣に要する費用は無料です。（県が負担します）

県民・事業者・市町村等

景観アドバイザー制度の流れ
景観アドバイザー

～ ～ ～ ～
～ ～ ～ ～
～ ～

③派遣（指導・助言）

②派遣手続⑤謝金等支給

①派遣申請

④実績報告

⓪事前相談

こんなときに制度をご活用ください
●景観形成に関する基本方針や基本計画を策定したいので、アドバイスがほしい。

●景観学習教室を実施したい。

●伝統的な街並みや建築物を保存したい。

●生け垣づくり、花づくり活動などに取り組みたい。

●周辺の景観に調和した公共事業を行いたい

●地域の景観特性を活かしたまちづくり・むらづくりに取り組みたい。

●景観づくりをテーマに勉強会やワークショップを開催したい。

● 景観についてワークショップを開催したいので、助言者、ファシリテーターがほしい。

⓪事前相談 ：県との事前相談、アドバイザー調整

①派遣申請 ：所定の様式(第1号様式)に必要事項を記入

②派遣申請 ：アドバイザーの派遣依頼

③指導・助言 ：派遣先でアドバイザーが指導・助言

④実績報告 ：県に実績報告(第6号様式)を提出

⑤謝金等支給：アドバイザーに対し謝金や旅費等を支給

☆三戸町役場職員
景観学習まち歩き勉強会

☆青森県立むつ高等技術専門校
ものづくりでまちづくり実行委員会

☆弘前附属小学校
景観学習教室によるまち歩き

●

●

★ まちづくり、地域づくり、建築、色彩、緑化に関する

○大学の先生等の学識経験者

○建築士などの専門資格を持つ方

○景観を守る活動の実務経験をお持ちの方

の中から、希望する分野の方を派遣します。


